
朝霞市規則第２号 

朝霞市市民葬規則の一部を改正する規則 

朝霞市市民葬規則（平成２６年朝霞市規則第１９号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第１項ただし書を削り、同条第３項中「別表第３」を「別表第２」に

改める。 

別表第１中「７５，０００円」を「１４０，０００円」に、「１４０，００

０円」を「２０５，０００円」に、「２１，６７３円」を「３０，０００円」

に、「４０，０００円」を「５０，０００円」に改める。 

別表第２を削る。 

別表第３中「４５，０００円」を「５０，０００円」に改め、同表を別表第

２とする。 

様式第５号中「２　代表者の身分証（禁治産又は準禁治産の宣告及び後見の

登記、破産の通知を受けていない証明）の原本」を削る。 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の朝霞市市民葬規則の規定（様式第５号の規定を除く。）は、この

規則の施行の日以後に火葬を行う市民葬から適用し、同日前に火葬を行った

市民葬については、なお従前の例による。 

３　この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙につ

いては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


